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規         則 

 

兵庫県税条例施行規則及び兵庫県税証紙徴収条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月31日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

兵庫県規則第21号 

兵庫県税条例施行規則及び兵庫県税証紙徴収条例施行規則の一部を改正する規則 

（兵庫県税条例施行規則の一部改正） 

第１条 兵庫県税条例施行規則（昭和35年兵庫県規則第78号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第２号中「、県たばこ税及び自動車税環境性能割」を「及び県たばこ税」に改める。 

第13条の表中「自動車税種別割」を「自動車税」に改め、法第20条の９の３第１項の規定による更正の請

求書（自動車税環境性能割用）の項を削る。 

第33条の２を次のように改める。 

（申告書等の経由） 

第33条の２ 条例第125条第１項又は第２項の規定により提出する申告書又は報告書及び条例第116条第３項

又は第33条の規定により提出する届出書は、当該自動車の登録に関する申請書が受け付けられる事務所の

所在地を管轄する県民局長を経由して課税地を管轄する県民局長に提出しなければならない。ただし、当

該自動車が条例第116条第１項又は第２項に規定する自動車でなくなったときに提出する申告書又は報告

書及び同条第３項の規定により提出する届出書にあっては、直接課税地を管轄する県民局長に提出するこ

とができる。 

２ 条例第125条第３項の規定により提出する報告書は、課税地を管轄する県民局長に提出しなければならな

い。 

第33条の３第１項中「第125条の３第１項第３号」を「第126条第１項第２号」に改め、同項第１号中「身

体障害者福祉法第15条第４項」を「身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項」に改め、「身

体障害者福祉法施行規則」の右に「（昭和25年厚生省令第15号）」を加え、同項第２号中「戦傷病者特別援護

法」の右に「（昭和38年法律第168号）」を、「恩給法」の右に「（大正12年法律第48号）」を加え、同条第２項

中「第125条の３第１項第４号」を「第126条第１項第３号」に改め、同条第３項中「第125条の３第１項第５

号」を「第126条第１項第４号」に改め、「及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の右に「（昭和25

年法律第123号）」を、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令」の右に「（昭和25年政令第155号）」

を加え、同条第４項を削る。 

第33条の４を次のように改める。 
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（障害を有する者に係る自動車税の減免額） 

第33条の４ 条例第126条第１項第２号から第５号までに掲げる自動車のうち、次に掲げる自動車に対する自

動車税の減免の額は、当該自動車を総排気量が1.5リットルを超え２リットル以下の乗用車（三輪の小型自

動車を除く。）とみなした場合に課すべき自動車税の額（条例第126条第２項の申請書が、普通徴収の方法

による場合にあっては納期限後に、証紙徴収の方法による場合にあっては納付後に提出されたときは、当

該申請書が提出された月の翌月から月割りをもって計算した自動車税の額。以下この項において同じ。）又

は当該自動車に対する自動車税の額のいずれか少ない額とする。 

(1) 条例第126条第１項第２号に掲げる自動車のうち、次に掲げる者が所有する自動車 

ア 身体障害者福祉法第15条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表

の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第５

号に定める障害の級別に該当する障害を有する者 

障害の区分 障害の級別 

視覚障害 １級から３級までの各級及び４級の１ 

聴覚障害 ２級及び３級 

平衡機能障害 ３級 

音声機能障害 ３級（喉頭摘出による音声機能障害がある場合に

限る。） 

上肢不自由 １級並びに２級の１及び２級の２ 

下肢不自由 １級から６級までの各級 

体幹不自由 １級から３級までの各級及び５級 

乳幼児期以前の非進行性の脳

病変による運動機能障害 

上肢機能 １級及び２級（１上肢のみに運動機能障害がある

場合を除く。） 

移動機能 １級から６級までの各級 

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の

機能障害 

１級及び３級 

肝臓機能障害 １級から３級までの各級 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 １級から３級までの各級 

イ アに掲げる者のほか、戦傷病者特別援護法第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第１号表

ノ２又は別表第１号表ノ３に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者 

障害の区分 重度障害の程度又は障害の程度 

視覚障害 特別項症から第４項症までの各項症 

聴覚障害 特別項症から第４項症までの各項症 

平衡機能障害 特別項症から第４項症までの各項症 

音声機能障害 特別項症から第２項症までの各項症（喉頭摘出に

よる音声機能障害がある場合に限る。） 

上肢不自由 特別項症から第３項症までの各項症 

下肢不自由 特別項症から第６項症までの各項症及び第１款

症から第３款症までの各款症 

体幹不自由 特別項症から第６項症までの各項症及び第１款

症から第３款症までの各款症 

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の

機能障害 

特別項症から第３項症までの各項症 
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肝臓機能障害 特別項症から第３項症までの各項症 

(2) 条例第126条第１項第３号に掲げる自動車のうち、前号ア又はイに掲げる者が専ら運転する自動車に係

る当該同号ア又はイに掲げる者が所有する自動車 

(3) 条例第126条第１項第３号に掲げる自動車のうち、次に掲げる者と生計を一にする者が専ら当該次に掲

げる者のために運転する自動車に係る当該次に掲げる者が所有する自動車 

ア 身体障害者福祉法第15条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表

の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第５

号に定める障害の級別に該当する障害を有する者 

障害の区分 障害の級別 

視覚障害 １級から３級までの各級及び４級の１ 

聴覚障害 ２級及び３級 

平衡機能障害 ３級 

上肢不自由 １級並びに２級の１及び２級の２ 

下肢不自由 １級、２級及び３級の１ 

体幹不自由 １級から３級までの各級 

乳幼児期以前の非進行性の脳

病変による運動機能障害 

上肢機能 １級及び２級（１上肢のみに運動機能障害がある

場合を除く。） 

移動機能 １級、２級及び３級（１下肢のみに運動機能障害

がある場合を除く。） 

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の

機能障害 

１級及び３級 

肝臓機能障害 １級から３級までの各級 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 １級から３級までの各級 

イ アに掲げる者のほか、戦傷病者特別援護法第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第１号表

ノ２又は別表第１号表ノ３に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者 

障害の区分 重度障害の程度又は障害の程度 

視覚障害 特別項症から第４項症までの各項症 

聴覚障害 特別項症から第４項症までの各項症 

平衡機能障害 特別項症から第４項症までの各項症 

上肢不自由 特別項症から第３項症までの各項症 

下肢不自由 特別項症から第３項症までの各項症 

体幹不自由 特別項症から第４項症までの各項症 

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の

機能障害 

特別項症から第３項症までの各項症 

肝臓機能障害 特別項症から第３項症までの各項症 

(4) 条例第126条第１項第３号に掲げる自動車のうち、前号ア又はイに掲げる者であって年齢18歳未満のも

のと生計を一にする者が専ら当該年齢18歳未満の者のために運転する自動車に係る当該生計を一にする

者が所有する自動車 

(5) 条例第126条第１項第４号に掲げる自動車のうち、療育手帳の交付を受けている者であって重度に該当
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する障害を有するもの及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第２項の規定により精神障

害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第６条

第３項に定める１級の障害を有する者（以下この号及び次号において「重度精神障害者等」という。）と

生計を一にする者が専ら当該重度精神障害者等のために運転する自動車 

(6) 条例第126条第１項第５号に掲げる自動車のうち、第３号ア若しくはイに掲げる者又は重度精神障害者

等が所有する自動車 

２ 条例第126条第１項第２号から第５号までに掲げる自動車のうち、次に掲げる自動車に対する自動車税の

減免の額は、前項の規定の例により算定した額の２分の１に相当する額とする。 

(1) 条例第126条第１項第２号に掲げる自動車のうち、次に掲げる者が所有する自動車 

ア 身体障害者福祉法第15条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表

の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第５

号に定める障害の級別に該当する障害を有する者 

障害の区分 障害の級別 

視覚障害 ４級の２及び４級の３ 

聴覚障害 ４級 

平衡機能障害 ５級 

上肢不自由 ２級の３及び２級の４並びに３級から６級ま

での各級 

乳幼児期以前の非進行性の脳

病変による運動機能障害 

上肢機能 ２級（１上肢のみに運動機能障害がある場合

に限る。）及び３級から６級までの各級 

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸

の機能障害 

４級 

イ アに掲げる者のほか、戦傷病者特別援護法第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第１号表

ノ２又は別表第１号表ノ３に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者 

障害の区分 重度障害の程度又は障害の程度 

上肢不自由 第４項症から第６項症までの各項症及び第１款

症から第３款症までの各款症 

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の

機能障害 

第４項症及び第５項症 

(2) 条例第126条第１項第３号に掲げる自動車のうち、前号ア又はイに掲げる者が専ら運転する自動車に係

る当該同号ア又はイに掲げる者が所有する自動車 

(3) 条例第126条第１項第３号に掲げる自動車のうち、次に掲げる者と生計を一にする者が専ら当該次に掲

げる者のために運転する自動車に係る当該次に掲げる者が所有する自動車 

ア 身体障害者福祉法第15条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表

の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第５

号に定める障害の級別に該当する障害を有する者 

障害の区分 障害の級別 

視覚障害 ４級の２及び４級の３ 

聴覚障害 ４級 

平衡機能障害 ５級 

音声機能障害 ３級（喉頭摘出による音声機能障害がある場合に

限る。） 
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上肢不自由 ２級の３及び２級の４並びに３級 

下肢不自由 ３級の２及び３級の３並びに４級から６級まで

の各級 

体幹不自由 ５級 

乳幼児期以前の非進行性の脳

病変による運動機能障害 

上肢機能 ２級（１上肢のみに運動機能障害がある場合に限

る。）及び３級 

移動機能 ３級（１下肢のみに運動機能障害がある場合に限

る。）及び４級から６級までの各級 

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の

機能障害 

４級 

イ アに掲げる者のほか、戦傷病者特別援護法第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第１号表

ノ２又は別表第１号表ノ３に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者 

障害の区分 重度障害の程度又は障害の程度 

音声機能障害 特別項症から第２項症までの各項症（喉頭摘出に

よる音声機能障害がある場合に限る。） 

上肢不自由 第４項症及び第５項症 

下肢不自由 第４項症から第６項症までの各項症及び第１款

症から第３款症までの各款症 

体幹不自由 第５項症及び第６項症並びに第１款症から第３

款症までの各款症 

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の

機能障害 

第４項症及び第５項症 

(4) 条例第126条第１項第３号に掲げる自動車のうち、同号に規定する重度下肢等障害者（以下この号及び

次号において「重度下肢等障害者」という。）が専ら運転する自動車に係る当該重度下肢等障害者と生計

を一にする者が所有する自動車 

(5) 条例第126条第１項第３号に掲げる自動車のうち、次に掲げる者と生計を一にする者が専ら当該次に掲

げる者のために運転する自動車に係る当該生計を一にする者が所有する自動車 

ア 第３号ア又はイに掲げる者 

イ アに掲げる者のほか、重度下肢等障害者であって、年齢18歳以上のもの 

(6) 条例第126条第１項第４号に掲げる自動車のうち、療育手帳の交付を受けている者であって中度に該当

する障害を有するもの（以下この号及び次号において「中度精神障害者」という。）と生計を一にする者

が専ら当該中度精神障害者のために運転する自動車 

(7) 条例第126条第１項第５号に掲げる自動車のうち、第３号ア若しくはイに掲げる者又は中度精神障害者

が所有する自動車 

第33条の５を削る。 

第33条の６の見出し中「自動車税種別割」を「自動車税」に改め、同条を第33条の５とする。 

第34条中「種別割証紙」を「自動車税証紙」に、「自動車税種別割」を「自動車税」に改める。 

第35条の見出し中「自動車税種別割」を「自動車税」に改め、同条第１号中「種別割証紙」を「自動車税

証紙」に改める。 

第36条の表を次のように改める。 

書類等の種類 様式 

条例第126条第２項の規定による自動車税の減免の申請書（随時分） 様式第84号 
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自動車税の納税通知書兼納付書（定期分） 様式第85号 

自動車税の納税通知書兼納付書（証紙徴収できなかったもの、随時分） 様式第86号 

自動車税の納税通知書兼納付書（オンライン処理用） 様式第86号の２ 

自動車税の納付書（一般用） 様式第87号 

自動車税の納付書（郵便はがきで送付するもの） 様式第88号 

自動車税の納付書（郵便はがきで送付するもの、ＯＣＲ用） 様式第88号の２ 

自動車税の納付書（口座振替に係るもの） 様式第89号 

条例第125条第３項の規定による報告書 様式第95号 

条例第126条第２項の規定による自動車税の減免の申請書（定期分） 様式第96号 

条例第127条の規定による自動車税の納税証明書 様式第97号 

条例第129条の規定による自動車税証紙 様式第98号 

附則第６項から第16項までを削る。 

様式第３号の３中「自動車税種別割納付義務免除申告書」を「自動車税納付義務免除申告書」に、「自動車

税種別割の」を「自動車税の」に改める。 

様式第４号中「自動車税種別割」を「自動車税」に改める。 

様式第10号中「自動車税種別割」を「自動車税」に、「第177条の19」を「第166条」に改める。 

様式第17号を次のように改める。 

様式第17号 削除 

様式第24号中「平成28年改正法附則第５条」を「令和６年改正法附則第８条第２項又は平成28年改正法附

則第５条」に改める。 

様式第24号の２中 

「 
合計事業税額 ⑤+⑦+⑨+⑪+⑬+⑮+⑰+⑲  ⑳ 

事業税の特定寄附⾦ 
税額控除額 ○21   仮装経理に基づく 

事業税額の控除額    ○22  
 

差引事業税額 
○20 -○21 -○22  ○23  

 既に納付の確定した 
事業税額        ○24  

 

租税条約の実施に係る 
事業税額の控除額 ○25  

 再差引事業税額 
○23 -○24 -○25        ○26  

 

○26  
の 
内 
訳 

条例第33条第１項第１号⼜は第２号に掲げる事業 

所得割 ○27  
 付加価値割      ○28  

 

資本割 ○29  
 収⼊割        ○30  

 

条例第33条第１項第３号に掲げる事業 

所得割 ○31  
 付加価値割      ○32  

 

資本割 ○33  
 収⼊割        ○34  

 

○26 のうち仮装経理に基づく 
過⼤申告の更正による税額 ○35  

 ○26 のうち租税条約の実施 
に係る更正による税額   ○36  

 

再々差引事業税額     ○26 −○35 −○36  ○37  
年度   

○41  
の 
内 
訳 

条例第33条第１項第１号に掲げる事業の所 
得割に係る特別法⼈事業税         ○38  

   

条例第33条第１項第２号に掲げる事業の所 
得割に係る特別法⼈事業税         ○39  

   

条例第33条第１項第３号に掲げる事業の所 
得割に係る特別法⼈事業税         ○40  

   

合計特別法⼈事業税額         ○41   仮装経理に基づく特別法⼈事業税額の控除額      
○42  

 

差引特別法⼈事業税額 
○41 −○42                 ○43  

 既に納付の確定した特別法⼈事業税額      
○44  

 

租税条約の実施に係る特別法⼈事業税 
額の控除額              ○45  

 再差引特別法⼈事業税額 

○43 −○44 −○45         ○46  

 

○46 のうち仮装経理に基づく 
過⼤申告の更正による税額       ○47  

 ○46 のうち租税条約の実施 
に係る更正による税額   ○48  

 

再々差引特別法⼈事業税額 
○46 -○47 -○48                 ○49  

年度   

納付すべき 
加算⾦額 

申告加算⾦             ○50  年度   

重加算⾦              ○51  
年度   

事業税額等の合計額     ○37  + ○49  + ○50  + ○51                                    ○52  
 

                                    」 

を 
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「  
合計事業税額 
⑤+⑦+⑨+⑪+⑬+⑮+⑰+⑲      ⑳ 

 
令和６年改正法附則 
第８条第２項の控除額   ○21   

事業税の特定寄附⾦ 
税額控除額 ○22   仮装経理に基づく 

事業税額の控除額    ○23  
 

差引事業税額 
⑳-○21 -○22 -○23  ○24   既に納付の確定した 

事業税額         ○25  
 

租税条約の実施に係る 
事業税額の控除額 ○26   再差引事業税額 

○24 -○25 -○26        ○27  
 

○27  
の 
内 
訳 

条例第33条第１項第１号⼜は第２号に掲げる事業 

所得割 ○28  
 付加価値割      ○29   

資本割 ○30  
 収⼊割        ○31   

条例第33条第１項第３号に掲げる事業 

所得割 ○32  
 付加価値割      ○33   

資本割 ○34  
 収⼊割        ○35   

○27 のうち仮装経理に基づく 
過⼤申告の更正による税額 ○36  

 ○27 のうち租税条約の実施 
に係る更正による税額   ○37  

 

再々差引事業税額     ○27 −○36 −○37  ○38  年度   

○42  
の 
内 
訳 

条例第33条第１項第１号に掲げる事業の所 
得割に係る特別法⼈事業税         ○39  

   

条例第33条第１項第２号に掲げる事業の所 
得割に係る特別法⼈事業税         ○40  

   

条例第33条第１項第３号に掲げる事業の所 
得割に係る特別法⼈事業税          ○41  

   

合計特別法⼈事業税額                ○42   仮装経理に基づく特別法⼈事業税額の控除額  

           ○43  

 

差引特別法⼈事業税額 
○42 −○43                        ○44  

 既に納付の確定した特別法⼈事業税額  

          ○45  
 

租税条約の実施に係る特別法⼈事業税 
額の控除額                     ○46  

 再差引特別法⼈事業税額 

○44 −○45 −○46         ○47  

 

○47 のうち仮装経理に基づく 
過⼤申告の更正による税額                        ○48  

 ○47 のうち租税条約の実施 
に係る更正による税額   ○49  

 

再々差引特別法⼈事業税額 
○47 -○48 -○49                        ○50  

年度   

納付すべき 
加算⾦額 

申告加算⾦                    ○51  年度   

重加算⾦                ○52  
年度   

事業税額等の合計額     ○38  + ○50  + ○51 +○52                                  ○53  
 

                                    」 

に、 

「 

課 税 
標準額 

法⼈税額⼜は個別 
帰属法⼈税額の総額 ○53  
本県分 ○54  

本県分法⼈税割額 
(○54 × /100)             ○55  

 
 

県⺠税の特定寄附⾦税額控除額 ○56  
税額控除超過額相当額の加算額 ○57  

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額⼜は個別控除対象 

所得税額等相当額の控除額 ○58  
外国の法⼈税額等の控除額 ○59  
仮装経理に基づく控除額 ○60  
差引法⼈税割額 
○55 −○56 ＋○57 −○58 −○59 −○60  ○61  
既に納付の確定した法⼈税割額 ○62  
租税条約の実施に係る 
法⼈税割額の控除額 ○63  
再差引法⼈税割額 
○61 −○62 −○63  ○64  
均等割額 ○65  
既に納付の確定した均等割額 ○66  
差引均等割額 
○65 −○66  ○67  
県⺠税の合計額 
○64 ＋○67  ○68  
○68 のうち仮装経理に基づく過⼤申 
告の更正による税額 ○69  
○68 のうち租税条約の実施に係る更 
正による税額 ○70  
差引県⺠税の合計額 
○68 −○69 −○70               ○71  年度 

                 」 

を 
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 「 

課 税 
標準額 

法⼈税額⼜は個別 
帰属法⼈税額の総額 ○54  
本県分 ○55  

本県分法⼈税割額 
(○55 × /100)         ○56  

 
 

県⺠税の特定寄附⾦税額控除額 ○57  
税額控除超過額相当額の加算額 ○58  

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額⼜は個別控除対象 

所得税額等相当額の控除額 ○59  
外国の法⼈税額等の控除額 ○60  
仮装経理に基づく控除額 ○61  
差引法⼈税割額 
○56 −○57 ＋○58 −○59 −○60 −○61  ○62  
既に納付の確定した法⼈税割額 ○63  
租税条約の実施に係る 
法⼈税割額の控除額 ○64  
再差引法⼈税割額 
○62 −○63 −○64  ○65  
均等割額 ○66  
既に納付の確定した均等割額 ○67  
差引均等割額 
○66 −○67  ○68  
県⺠税の合計額 
○65 ＋○68  ○69  
○69 のうち仮装経理に基づく過⼤申 
告の更正による税額 ○70  
○69 のうち租税条約の実施に係る更 
正による税額 ○71  
差引県⺠税の合計額 
○69 −○70 −○71         ○72  年度 

                 」 

に改める。 

様式第24号の３中 

「 
合計事業税額 

 ⑤＋⑦＋⑨＋⑪＋⑬＋⑮＋⑰＋⑲＋○21 ＋○23 ＋○25                        ○26   

事業税の特定寄附金 

税額控除額          ○27  
 仮装経理に基づく事業税 

額の控除額          ○28  
 

差引事業税額 

○ 26－○ 27－○28            ○29  
 既に納付の確定した 

事業税額                 ○30   

租税条約の実施に係る 

事業税額の控除額        ○31  
 再差引事業税額 

○ 29－○ 30－○31        ○32   

○32  
の 

内 

訳 

条 例 第 33 条 第 １ 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 業 

所得割 

○33  
付加価値割 

○34   

資本割 

○35  
収入割 

○36   

条  例  第  33  条  第  １  項  第  ３  号  に  掲  げ  る  事  業 

所得割 

○37  
付加価値割 

○38   

資本割 

○39  
収入割 

○40   

条  例  第  33  条  第  １  項  第  ４  号  に  掲  げ  る  事  業 

 付加価値割 

○41   

資本割 

○42
 収入割 

○43   

○32 のうち仮装経理に基づく 
過大申告の更正による税額           ○44   

○32 のうち租税条約の実施に 

係る更正による税額        ○45  

再々差引事業税額 ○32 －○44 －○45           ○46  
年度 

  

                            」 

を 

「 
合計事業税額 ⑤＋⑦＋⑨＋⑪＋⑬＋⑮＋

⑰＋⑲＋○21＋○23＋○25             ○26  
 令和６年改正法附則 

第８条第２項の控除額    ○27  
 

事業税の特定寄附金 

税額控除額             ○28  
 仮装経理に基づく事業税 

額の控除額               ○29  
 

差引事業税額 

○26 －○ 27－○28 －○29               ○30  
 既に納付の確定した 

事業税額                   ○31   

租税条約の実施に係る 

事業税額の控除額         ○32  
 再差引事業税額 

○ 30－○31 －○32        ○33   

○33  
の 

内 

訳 

条 例 第 33 条 第 １ 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 業 

所得割 

○34   
付加価値割 

○35   

資本割 

○36   
収入割 

○37   

条  例  第  33  条  第  １  項  第  ３  号  に  掲  げ  る  事  業 

所得割 

○38   
付加価値割 

○39   

資本割 

○40   
収入割 

○41   

条  例  第  33  条  第  １  項  第  ４  号  に  掲  げ  る  事  業 

 付加価値割 

○42   

資本割 

○43  
 収入割 

○44   

○33 のうち仮装経理に基づく 

過大申告の更正による税額           ○45   
○33 のうち租税条約の実施に 

係る更正による税額        ○46  

再々差引事業税額 ○33 －○45 －○46           ○47  
年度 

  

                           」 

に、 
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 「 

○ 51の 
内 
訳 

条例第33条第1項第1号に掲げる事業の所得割

に係る特別法人事業税                     ○47  
 円  

条例第33条第1項第2号に掲げる事業の収入割

に係る特別法人事業税          ○48  
  

条例第33条第1項第3号に掲げる事業の収入割

に係る特別法人事業税                     ○49  
  

条例第33条第1項第4号に掲げる事業の収入割

に係る特別法人事業税                     ○50  
  

合計特別法人事業税額 

○51  

 

仮装経理に基づく特別法人 

事業税額の控除額              ○52  
差引特別法人事業税額 
○51 -○52                    ○53  
既に納付の確定した 

特別法人事業税額             ○54  
租税条約の実施に係る特別 

法人事業税額の控除額           ○55  
再差引特別法人事業税額 

○53 ―○54 ―○55              ○56  
○56 のうち仮装経理に基づく過大 
申告の更正による税額            ○57  
○56 のうち租税条約の実施に係る 
更正による税額               ○58  
再々差引特別法人事業税額 

      ○56 -○57 -○58                               ○59
年度 

 

納付すべき 

加算金額 

申告加算金 ○60
年度 

 

重加算金 ○61
年度 

 

事業税額等の合計額 
○46 ＋○59 ＋○60 ＋○61               ○62  

                 」 

を 

「 

○52 の 
内 
訳 

条例第33条第1項第1号に掲げる事業の所得割

に係る特別法人事業税                     ○48  
 円  

条例第33条第1項第2号に掲げる事業の収入割

に係る特別法人事業税                     ○49  
  

条例第33条第1項第3号に掲げる事業の収入割

に係る特別法人事業税                     ○50  
  

条例第33条第1項第4号に掲げる事業の収入割

に係る特別法人事業税          ○51  
  

合計特別法人事業税額 

○52  

 

仮装経理に基づく特別法人 

事業税額の控除額              ○53  
差引特別法人事業税額 
○52 -○53                    ○54  
既に納付の確定した 

特別法人事業税額            ○55  
租税条約の実施に係る特別法人 

事業税額の控除額               ○56  
再差引特別法人事業税額 

○54 ―○55 ―○56              ○57  
○57 のうち仮装経理に基づく過大 
申告の更正による税額                      ○58  
○57 のうち租税条約の実施に係る 
更正による税額               ○59  
再々差引特別法人事業税額 

      ○57 -○58 -○59                                ○60
年度 

 

納付すべき 

加算金額 

申告加算金 ○61
年度 

 

重加算金 ○62
年度 

 

事業税額等の合計額 
○47 ＋○60 ＋○61 ＋○62              ○63  

                   」 

に、 

「  

課 税 

標準額 

法人税額又は個別 

帰属法人税額の総額      ○63  
本県分 

○64
本県分法人税割額 

(○64 × /100)           ○65  ・ 
県民税の特定寄附金税額 

控除額                ○66  
税額控除超過額相当額の 

加算額                    ○67  
外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額

又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額      ○68  

外国の法人税額等の控除額 

○69
仮装経理に基づく控除額 

○70
差引法人税割額 

○65 ―○66 +○67 ―○68 ―○69 ―○70            ○71  
既に納付の確定した法人税割額 

○72
租税条約の実施に係る 

法人税割額の控除額            ○73  
再差引法人税割額 

○71 ―○72 ―○73                ○74  
均等割額 

○75
既に納付の確定した均等割額 

○76
差引均等割額 

○75 ―○76                    ○77  
県民税の合計額 

○74 +○77                                       ○78  
○78 のうち仮装経理に基づく過大 
申告の更正による税額              ○79  
○78 のうち租税条約の実施に 
係る更正による税額            ○80  
差引県民税の合計額 

○78 -○79 -○80         ○81  
年度 
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           」 

を 

「 

課 税 

標準額 

法人税額又は個別 

帰属法人税額の総額        ○64  
本県分 

○65
本県分法人税割額 

(○65 × /100)        ○66  ・ 
県民税の特定寄附金税額 

控除額               ○67  
税額控除超過額相当額の 

加算額                   ○68  
外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額

又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額   ○69  

外国の法人税額等の控除額 

○70
仮装経理に基づく控除額 

○71
差引法人税割額 

○66 ―○67 +○68 ―○69 ―○70 ―○71               ○72
既に納付の確定した法人税割額 

○73
租税条約の実施に係る 

法人税割額の控除額           ○74  
再差引法人税割額 

○72 ―○73 ―○74                  ○75  
均等割額 

○76
既に納付の確定した均等割額 

 ○77
差引均等割額 

○76 ―○77                   ○78  
県民税の合計額 

○75 +○78                 ○79  
○79 のうち仮装経理に基づく過大 
申告の更正による税額            ○80  
○79 のうち租税条約の実施に 
係る更正による税額           ○81  
差引県民税の合計額 

○79 -○80 -○81         ○82  
年度 

           」 

に、 

「（注）○47、○48、○49及び○50」を「（注）○48、○49、○50及び○51」に改める。 

様式第36号２ページの部中「令和８年３月31日」を「令和13年３月31日」に改め、同様式４ページの部御

注意１中「50平方メートル」を「40平方メートル」に改め、同部御注意２中「50平方メートル（戸建以外の

貸家住宅にあっては、40平方メートル）」を「40平方メートル」に改め、同部参考事項１中「令和８年３月

31日」を「令和13年３月31日」に改める。 

様式第37号（裏）の部御注意中「50平方メートル（戸建以外の貸家住宅にあっては、40平方メートル）」

を「40平方メートル」に改める。 

様式第41号１ページの部及び様式第42号２ページの部中「令和８年３月31日」を「令和13年３月31日」に

改める。 

様式第83号中「種別割」を「自動車税」に改める。 

様式第84号から様式第84号の５までを削る。 

様式第84号の６中 

「自動車税環境性能割 

 自動車税種別割（随時分）      」 

を 

「自動車税（随時分）減免申請書    」 

に、 

「兵庫県税条例第125条の３第２項の規定により、自動車税環境性能割 

 兵庫県税条例第126条第２項の規定により、自動車税種別割（随時分）           」            

を 

「兵庫県税条例第126条第２項の規定により、自動車税（随時分）の減免を申請します。    」 

に、 

減免申請書 

の減免を申請します。 
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「  

自動車税環境性能割 自動車税種別割（随時分） 

取 得 年 月 日     年度 

自動車の車名型式 納 期 限 

課 税 標 準 額          円 所有年月日 

税   額               円 税   額              円 

 
災害のため運行不    年 月 日から 

能となった期間     年 月 日まで 

                           」 

を 

「 

年 度           年度 

納 期 限              年   月   日 

所 有 年 月 日              年   月   日 

税 額                      円 

災 害 の た め 運 行 

不 能 と な っ た 期 間 
   年  月  日から   年  月  日まで 

                                             」 

に改め、同様式を様式第84号とする。 

様式第84号の７を削る。 

様式第85号中「自動車税種別割領収済通知書」を「自動車税領収済通知書」に、 

 「 

自動車税種別割 

            」 

 を 

 「 

自動車税 

            」 

 に、 

「自 動 車 税 種 別 割 

 納 付 書 （ 副 ） 」 

を 

「自 動 車 税 

 納 付 書 （ 副 ） 」 

に、 

「 

自動車税種別割 

                     」 

を 

「 

自動車税 

                     」 
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に、 

「自動車税種別割納税通知書兼納付書兼領収証書」を「自動車税納税通知書兼納付書兼領収証書」に、「自動

車税種別割を」を「自動車税を」に、「自動車税種別割納税証明書」を「自動車税納税証明書」に、「自動車

税種別割の」を「自動車税の」に改める。 

様式第86号中 

 「 

自動車税種別割 

            」 

 を 

 「 

自動車税 

            」 

 に、 

「 

自動車税種別割 

                     」 

を 

「 

自動車税 

                     」 

に、「自動車税種別割納税通知書兼納付書兼領収証書」を「自動車税納税通知書兼納付書兼領収証書」に、「自

動車税種別割を課し」を「自動車税を課し」に改め、同様式御注意１中「自動車税種別割を納付」を「自動

車税を納付」に改める。 

様式第86号の２中 

 「 

自動車税種別割 

            」 

 を 

 「 

自動車税 

            」 

 に、 

「 

自動車税種別割 

                     」 

を 

「 

自動車税 

                     」 
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に、「自動車税種別割納税通知書兼納付書兼領収証書」を「自動車税納税通知書兼納付書兼領収証書」に、「自

動車税種別割を」を「自動車税を」に、「自動車税種別割納税証明書」を「自動車税納税証明書」に、「自動

車税種別割の」を「自動車税の」に改める。 

様式第87号中 

 「 

自動車税種別割 

             」 

 を 

 「 

自動車税 

           」 

 に、 

 「 

自動車税種別割 

                     」 

 を 

 「 

自動車税 

                     」 

 に、「自動車税種別割納付書兼領収証書」を「自動車税納付書兼領収証書」に、「自動車税種別割納税証明書」

を「自動車税納税証明書」に、「自動車税種別割の」を「自動車税の」に改める。 

様式第88号（表）の部及び様式第88号の２（表）の部中「自動車税種別割 領収済通知書」を「自動車税 

領収済通知書」に、 

「自動車税 

  種別割 

  納付書（副）」 

 を 

 「自動車税 

納付書（副）」 

に、 

「自動車税 

種別割 

納付書兼 

領収証書」 

 を 

 「自動車税 

  納付書兼 

  領収証書」 

 に改める。 

様式第89号中「自動車税種別割領収済通知書」を「自動車税領収済通知書」に、「自動車税種別割納付書（副）」

を「自動車税納付書（副）」に、「自動車税種別割納付書兼領収証書」を「自動車税納付書兼領収証書」に、

「自動車税種別割納税証明書」を「自動車税納税証明書」に、「自動車税種別割の」を「自動車税の」に改め

る。 

様式第95号中「第125条の11第３項」を「第125条第３項」に改める。 

様式第96号中「自動車税種別割（定期分）減免申請書」を「自動車税（定期分）減免申請書」に、「自動車

税種別割（定期分）の」を「自動車税（定期分）の」に改める。 
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様式第97号中「自動車税種別割納税証明書」を「自動車税納税証明書」に改める。 

様式第98号中「種別割証紙」を「自動車税証紙」に改める。 

様式第134号を削る。 

（兵庫県税証紙徴収条例施行規則の一部改正） 

第２条 兵庫県税証紙徴収条例施行規則（昭和40年兵庫県規則第71号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「自動車税の環境性能割額又は種別割額」を「自動車税額」に改める。 

第８条中「1000分の８」を「1000分の17」に改める。 

第12条中「自動車税の環境性能割又は種別割」を「自動車税」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の兵庫県税条例施行規則（以下「改正後の県税規則」という。）中自動車税

に関する部分は、令和８年度以後の年度分の自動車税について適用する。 

３ 改正後の県税規則様式第36号及び様式第37号の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）

以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課

すべき不動産取得税については、なお従前の例による。 

４ 改正後の県税規則様式第３号の３、様式第４号、第24号から様式第24号の３まで、様式第36号、様式第

37号、様式第41号、様式第42号、様式第84号、様式第85号から様式第89号まで及び様式第95号から様式第

97号までについては、この規則の施行の際現に残存する第１条の規定による改正前の県税規則様式第３号

の３、様式第４号、第24号から様式第24号の３まで、様式第36号、様式第37号、様式第41号、様式第42号、

様式第84号の６、様式第85号から様式第89号まで及び様式第95号から様式第97号まで（以下この項におい

て「旧様式」という。）による用紙に限り、旧様式によることができる。 

５ 第２条の規定による改正後の兵庫県税証紙徴収条例施行規則第８条の規定は、施行日以後に押印する証

紙印に係る押印手数料について適用する。 

 


